
平成３１年２月２５日 

関係各位                                         呉地区剣道連盟     会 長 福岡 正行  

海自地区剣道連盟  会 長 臼元 和徳  

                  ―公印省略― 

呉地区剣道審判講習会の開催について   

   

みだしのことについて、剣道公認審判講習会を下記要領により開催します。 

 つきましては、会員に周知徹底していただき、多数受講されますようお願いします。 

 

主 催：一般財団法人 広島県剣道連盟 

主 管：呉地区剣道連盟、海上自衛隊地区剣道連盟 

1. 目的 剣の理法にそった適正公平な審判を行うため、講習会を通じて審判技能の向上を図る。 

2. 日時 平成 3１年４月１４日（日） 午前 10：00開講  

3. 会場 呉市警固屋体育館 呉市警固屋二丁目２２２ ℡0823-28-0200 

4. 資格 平成 31年度剣道連盟会費納入者（総会迄に納入をお願いします） 

     特に少年剣道教室の指導者は３段以下であっても必ず受講するようにしてください。 

5. 服装および携行品 服装は、全剣連「剣道試合・審判規則」に定めたものとし「剣道試合・審判規則・

同細則」「剣道試合・審判・運営要領の手引き」および剣道具一式（講習会終了後稽古会を実施）な

らびに筆記用具を持参のこと。 

6. 受講料  ２０００円（当日受付は２２００円）県剣連にならい、欠席返金しません。 

7. 登録料  １０００円（４段以上）公認審判員の登録は一年更新となっておりますので４段 

       以上の受講生は必ず更新してください。    

8. 申し込み先  E-mail takahashi@kure-kendorenmei.jp 

       郵便振替口座 呉市剣道連盟 01360-6-54077 

       郵貯ぱるる口座 記号 15100 番号 28866031 

9. 申し込み期日： 平成 31年 4月 1日（日）必着 

10. その他：当日申し込みの方は 31年度会費を忘れないようにしてください。 

      審判員章・ネクタイを購入される方は代金を添えて申し込んでください。 

      原則として、本講習会を受講されませんと平成 31年度県剣連および地区剣連、 

      傘下剣連が主催する剣道大会の審判員に委嘱されず、また、称号推薦の条件に 

      該当しません。 

 



11.斡旋資料及び備品 

     ☆剣道試合・審判規則         ５００円 

     ☆剣道試合・審判・運営要領の手引き  ３５０円 

     ☆ネクタイ             ３０００円 

     ☆審判員章             ２６００円 

◎安全対策 参加者は充分健康管理に留意して参加の事。 

      講習中・稽古中の事故に対して初期対応（病院への連絡）は行いますが、以降は 

      自己責任でお願いします。 

      なお、竹刀の点検は充分に実施して参加ください。 
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呉地区剣道審判講習会 講師および日程表 

 

主任講師：海自地区剣道連盟会長   教士七段    臼元 和徳 

地  元   講  師      教士七段  今井 久雄 

地  元   講  師       教士七段  泊野 秀三 

地  元   講  師            教士七段  柚木 文隆 

       

日 程 

 

１０：００    開 講 式 

１０：１０    審判法講話      主任講師 

１０：４０    審判実技（所作）   全講師 

１１：００    審判実技（試合形式）  全講師 

１２：００    昼   食 

１３：００    審判実技（試合形式）  全講師 

１４：４５    質疑応答       全講師 

１５：００    閉講式 

１５：１０    稽古会 

１６：００    終 了 


